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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの棒部材（３６）と、
　少なくとも１つの接合部材（３８）と、
　前記少なくとも１つの棒部材（３６）は、管状部材と、遷移領域と、を備え、
　前記遷移領域は、前記少なくとも１つの接合部材（３８）によって係合可能であり、部
分的な重なりが少なくともあり、
　前記少なくとも１つの棒部材（３６）の前記遷移領域は、前記遷移領域が前記少なくと
も１つの接合部材（３８）と係合する場合に、前記少なくとも１つの棒部材（３６）にお
ける中心線（１７）の延びる方向が前記少なくとも１つの接合部材（３８）に向かうよう
にして、前記少なくとも１つの接合部材（３８）に係合されており、
　前記遷移領域は、第１断面形状を有する第１端部（１４）と、第２断面形状を有する第
２端部（１３）とを備え、
　前記第１断面形状と前記第２断面形状とは、異なり、
　前記少なくとも１つの接合部材（３８）は、前記遷移領域と最少の部分で重なって係合
するように設計された少なくとも１つの取り付け部材（１９）と、基準側面（２１）と、
を備え、
　前記少なくとも１つの棒部材（３６）は、複数の棒部材（３６）であり、
　前記少なくとも１つの取付け部材（１９）は、前記基準側面（２１）に接続される複数
の板部材を有しており、
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　前記遷移領域の前記第２端部（１３）は、前記板部材を受け入れるために、２つのシー
ト状の部材が平行になるように離れて互いに対向して構成された平坦形状に形成され、
　前記遷移領域の前記第２端部（１３）が前記取り付け部材（１９）の前記板部材を受け
入れて前記遷移領域が前記接合部材（３８）と係合する場合に前記基準側面（２１）と前
記複数の棒部材（３６）の中心線（１７）が延びる方向との間の角度がそれぞれ異なるよ
うに、前記取付け部材（１９）の複数の板部材は、前記基準側面（２１）に対する角度が
それぞれ異なって配置される、
ことを特徴とする航空機用の支持構造。
【請求項２】
　前記遷移領域の第１端部（１４）は、主として円形の断面形状（３４）からなり、
　前記第１端部（１４）は、主として円形の断面形状を有する棒部材（８）が、接続可能
であるように設計される、
ことを特徴とする請求項１記載の支持構造。
【請求項３】
　前記少なくとも１つの棒部材（３６）は、主として管状断面形状（２８）からなり、
　前記少なくとも１つの棒部材（３６）は、主として管状断面形状を有する棒部材（８）
が、接続可能であるように設計される、
ことを特徴とする請求項１または２のいずれか１つに記載の支持構造。
【請求項４】
　前記遷移領域は、接続部材（９）として設計され、
　前記接続部材（９）は、前記少なくとも１つの棒部材（３６）と分離可能に設計される
、ことを特徴とする請求項１～３のいずれか１つに記載の支持構造。
【請求項５】
　前記接続部材（９）は、１つの部分として設計される、ことを特徴とする請求項４記載
の支持構造。
【請求項６】
　前記接続部材（９）は、いくつかの部分において設計される、ことを特徴とする請求項
４記載の支持構造。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの接合部材（３８）は、前記少なくとも１つの棒部材（３６）の前
記遷移領域を係合するように設計される、ことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１
つに記載の支持構造。
【請求項８】
　前記接合部材（３８）は、機体部材（３）である、ことを特徴とする請求項１乃至７の
いずれか１つに記載の支持構造。
【請求項９】
　請求項１乃至８のいずれか１つに記載の支持構造からなる翼。
【請求項１０】
　航空機の請求項１乃至８のいずれか１つに記載の支持構造の使用方法。
【請求項１１】
　請求項１乃至８のいずれか１つに記載の支持構造からなる航空機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　［関連出願の参照］本出願は、２００５年８月１７日に出願の米国仮特許出願第６０／
７０９，１４６号明細書および２００５年８月１７日に出願の独国特許出願第１０　２０
０５　０３８　８４９．３号明細書の出願日の利益を主張するものであり、その開示を参
照することによって本明細書に援用される。
【０００２】
　本発明は、一般に静力学の技術分野に関し、特に、本発明は、支持構造、連結部材、支
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持構造用の接合部材、翼、棒部材と接合部材との間の力の伝達の方法、連結部材を製造す
る方法、航空機における支持構造の使用方法、および支持構造を含む航空機に関する。
【背景技術】
【０００３】
　航空機の構造において、Ｕ字形状断面または二重Ｔ字形状断面を備える、大きな負荷の
かかる骨組みを構築する。さらにまた、長方形の断面を有する棒を、例えばＡ３８０の垂
直尾翼の中央ボックスの下方リブにおいて頻繁に使用する。
【０００４】
　そのような形状断面は、大きな負荷をかけることのできる骨組みを組み立てるために適
しているが、これらの棒は比較的強固にする必要がある。
【０００５】
　その結果、大きな負荷をかけることができる骨組みの重量が増加する。比較的に軽負荷
の場合、いわゆるＳＡＲＭＡロッドを使用する。例えば、ＳＡＲＭＡロッドは、床受け材
として使用する。
【０００６】
　しかしながら、ＳＡＲＭＡロッドは、寸法設計が不十分なので、大きな負荷がかかる骨
組みには適さない。
【０００７】
　管連結システムは、独国特許第１９９　２１　６９０　Ｂ４号明細書、独国特許第２０
　２００４　０１５　８８３　Ｕ１号明細書、独国特許第１９９　２０　４２７　Ａ１号
明細書、独国特許第３７　２１　０９２　Ｃ２号明細書、および独国特許第２０　２００
４　０１５　０４７　Ｕ１号明細書といった文献によって公知である。
【０００８】
　概して、圧力荷重のもとでの座屈は、骨組みにおけるブレース／棒にとっての限界荷重
の場合である。なぜなら、モーメントのかからない骨組み設計に起因して、主に張力また
は圧力がかかるからである。
【０００９】
　骨組み全体に力の分配および力の伝達を調和するにもかかわらず、特に、ほぼ全体的な
力が構造に作用する場合に、ほぼ個々の圧力による力が個々のブレースに作用することが
考えられる。
【００１０】
　特に、いわゆる骨組み結合点、すなわち骨組み棒の先端において、複雑で強力な結合を
働かせる必要がある。
【００１１】
　航空機の場合、航空機翼の中央ボックスは、概して、多大な負荷を受けている。特に、
中央ボックスは、横負荷および関連する曲げ負荷を、航空機胴体に確実に伝達する必要が
ある。
【００１２】
　概して、中央ボックスは、２つの対向する側面を備えるので、中央ボックスが受ける曲
げ負荷は、一方の側面においては圧力負荷になり、中央ボックスが取り付けられる底部パ
ネルに対して垂直な他方の領域においては張力になる。中央ボックスは、ボックス支持体
として設計される。
【００１３】
　すなわち、中央ボックスの構造は、骨組みを備え、骨組みは、桁、リブ、および縦桁に
よって補強される。これらの部品を用いて、中央ボックスの局部的な堅くする材料を達成
する。
【００１４】
　しかしながら、中央ボックス作用相当な力にるためには、桁、リブ、または縦桁が、非
常に強固な構造である必要がある。
【００１５】
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　多大な力に適応するために、通常、多数の大きな部品が必要である。一方では、大きな
部品は相当な経費で修復する必要があるので、製造誤差がある場合に短所になる。
【００１６】
　もう一方で、導かれた負荷（例えば航空機が飛行している間に圧力または張力の結果と
して生じる負荷など）を、特にリブを使用することによって、最短経路で胴体連結に伝達
できない。
【００１７】
　従って、桁、リブおよび縦桁を備える中央ボックスの支持構造体の公知の構造は、それ
に対応した重い重量である場合のみに非常な強さを達成する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　本発明の目的は、航空機用の改良された支持構造体を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　従って、航空機用の支持構造体、支持構造体用の連結部材、支持構造体用の接合部材、
支持構造体を備える翼、棒部材と接合部材との間の力伝達の方法、航空機における支持構
造体の使用方法、および独立請求項に従った特徴を有する支持構造体を備える航空機が提
供される。
【００２０】
　本発明において、「力」という用語は、圧力による力および張力を指す。
【００２１】
　本発明の一例示的実施形態によると、航空機用に提供される支持構造体は、少なくとも
１つの棒部材および少なくとも１つの接合部材を備える。この配置において、少なくとも
１つの棒部材は、少なくとも部分的に重なるように少なくとも１つの接合部材と係合する
遷移領域を含む。この配置において、遷移領域が少なくとも１つの接合部材１と係合する
ときに、棒部材と少なくとも１つの接合部材との間で力を中心に向かって伝達するように
、少なくとも１つの遷移領域を設計する。
【００２２】
　部分的に重なる連結は、接合部材（クノッテレメント）の中へ対称的にまたは中心に向
かって力を導くことを達成するのに有効な場合がある。２剪断（ツヴァイシュニティグ）
連結は、例えば、両側において接合部材に対して平面態様に留まる２つの面を備える。こ
のようにして、接合部材の中に対称的に力を導いてもよい。
【００２３】
　本発明の別の例示的実施形態によると、基本的本体を有する支持構造体用の連結部材が
提供される。基本的本体は、棒部材に連結する第１端部を備える。さらにまた、連結部材
の基本的本体は、少なくとも部分的に重なるように接合部材と係合するような第２端部を
備える。この配置において、連結部材の基本的本体が接合部材と係合するときに、棒部材
と接合部材との間で力が中心に向かって伝達されるように、連結部材の基本的本体が設計
される。なお、この文脈において、「係合する」という用語は、セクションが連結部材ま
たは締結部材によって相互連結することを意味する。
【００２４】
　本発明のさらに別の例示的実施形態によると、支持構造体用の接合部材が提供される。
接合部材は、少なくとも１つの取付け表面または取付け領域を備える。この配置において
、取付け領域は、棒部材の遷移領域によって重複して少なくとも部分的に受け入れられる
ように設計する。換言すれば、棒部材の遷移領域は、接合部材と部分的に重なるかまたは
その側面に位置する。
【００２５】
　さらに、本発明の別の例示的実施形態によって、支持構造体、連結部材、接合部材の少
なくとも１つを備える翼を記載する。
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【００２６】
　本発明において、「翼」という用語は、任意の種類の翼を指す。特に、この用語は、航
空機翼を指し、「航空機翼」という用語は、その最も広い意味において解釈するべきであ
る。
【００２７】
　特に、「航空機翼」という用語は、翼、水平尾翼、および垂直尾翼を指す。航空機翼の
例として、垂直尾翼の設計を下記に記載する。垂直尾翼は、前縁領域、耐荷中央ボックス
、端部ボックス、ならびに操縦翼面または方向舵を備える。
【００２８】
　さらに、本発明の別の例示的実施形態によると、連結部材による棒部材と接合部材との
間の力の伝達の方法が提供される。この趣旨で、最初に、棒部材を、連結部材の基本的本
体の第１端部に連結する。さらに、少なくとも部分的に重なるように、連結部材の基本的
本体の第２端部に、接合部材を連結する。その後、棒部材と接合部材との間で、中心に向
かって力を伝達または交換する。
【００２９】
　この配置において、棒部材から接合部材へ、および接合部材から棒部材へと、力を伝達
できる。
【００３０】
　本発明の更なる例示的実施形態によると、航空機の支持構造体の使用方法が提供される
。
【００３１】
　本発明のさらに別の例示的実施形態によると、支持構造体を有する航空機が提供される
。
【００３２】
　本発明の例示的実施形態によると、棒部材と接合部材との間で、中心力の伝達がある。
換言すれば、このことは、事実上の力線に沿って力が伝達されることを意味し、事実上の
力線は、力の分配に関係するすべての部品の、中心面または中心線、対称線および／また
は対称面、あるいは質量中心線または質量中心面を通して延びる。すなわち、例えば、力
が、管、成形品、および結合点に沿って伝達される場合、伝達される力の事実上の線は、
結合点の中心面、成形品の中心線、および管の中心線を通って延びる。
【００３３】
　このようにして、モーメントのない力の分配が有効に生じる場合がある。中心面または
中心線から特定の距離の箇所で力が作用する場合に、モーメントが生じる。この場合、距
離は、モーメントを加えることが可能なてこ（レバー）として働く。
【００３４】
　従って、力の効果または経路が中心面上に正確に延びる場合、あるいは伝達される力の
事実上の線が部品の中心面を通って延びる場合、その結果として、モーメントが生じ得な
いので、曲げの結果としての更なる負荷が発生しない。
【００３５】
　従って、前もって力の勾配を有効に確定することが基本的に可能である。このような力
の勾配の知識によって、構造（例えば翼または翼の部材）を、より適切な寸法に決めるこ
とができる。さらにまた、クランプ力を防止することができる。
【００３６】
　偏心連結において生じる曲げモーメントとは別に、中心力の伝達によって、偏心連結の
場合に生じるモーメントを防止することができる。部品が偏心的に取り付けられる場合、
すなわち別の部品の中心面からある距離の箇所に取り付けられる場合、モーメントが生じ
ることがある。
【００３７】
　しかしながら、曲げの結果としての更なる負荷は、完全に対称的な設計によって防止す
ることができる。モーメントがないということは、例えば、モーメントが伝達されないこ
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とをも意味する。従って、例えば、更なる応力の増強を防止することができる。
【００３８】
　例えば、棒部材上に遷移領域を提供することによって、棒部材の中心線を、接合部材の
中心線と一致させて保つことができる。
【００３９】
　棒部材の中心線（遷移領域の中心線を含む）が接合部材の中心線または中心面と一致す
るようにして、棒部材の遷移領域が接合部材に係合させる。
【００４０】
　例えば、接合部材が、長方形または立方形である場合、その中心線、質量中心線または
中心面は、立方形の接合部材の２つの画定表面の中央に延びる。例えば、棒の中心線は、
接合部材または接合プレートの質量中心と一致する場合もある。
【００４１】
　棒部材の中心線の仮想上の延長を、接合部材の中心線または中心面と一致させるように
して、棒部材上の遷移領域によって、棒部材または棒部材の中心線を、接合部材の中心線
より上に配置することができる。モーメントを生じる中心面または中心線からの距離はな
い。従って、棒部材に沿って作用する力を接合部材の方向に導くことによって、モーメン
トのない、すなわちモーメントの生じない接合部材へと力を完全に導くことができる。
【００４２】
　従って、接合部材の中、または接合部材の上の曲げモーメントを防止することができる
。従って、上記力は、接合部材の中心線または中心面と対称的に伝達できる。
【００４３】
　力が、中心線上に直接に作用し、中心線からある距離の箇所において作用する力の結果
として生じるモーメントが、互いに対称的に相殺するので、この力伝播によって、モーメ
ントの発生を防止することが可能である。
【００４４】
　本発明の更なる例示的実施形態によると、棒部材、支持部材またはブレースの遷移領域
は、第１断面形状を有する第１端部と、第２断面形状を有する第２端部とを備える。この
配置において、第１および第２断面形状は異なってもよい。
【００４５】
　従って、遷移領域は、第１断面形状と第２断面形状との間の遷移を形成するのに役立つ
ことができる。この種の遷移が有効になるのは、例えば、棒部材は、静力学的な理由から
有利な断面形状にあることから可能であり、その一方で、棒部材は、別の断面形状を備え
てもよい別の部材に連結されるからである。
【００４６】
　遷移領域は、棒部材と直接に隣接するか、または棒部材の中に入ることができる。さら
にまた、遷移領域は、棒部材の端部領域を改造することによって製造することができる。
従って、遷移領域は、棒部材の不可欠な部分を形成することができる。
【００４７】
　さらにまた、棒部材の一端上の、最上部、連結、延長、アダプタ、または何らかの他の
適合装置によって、遷移領域を棒部材の一端に取り付けることが可能である。この配置に
おいて、遷移領域は、静力学的な必要条件を満たす。遷移領域は、棒部材と棒部材に取り
付けた更なる部材との間の、最適で中心力を伝達するために設計するべきである。
【００４８】
　遷移領域は、棒部材と棒部材に取り付けた更なる部品との間でモーメントのない伝達を
可能にするためのものである。遷移領域ならびに棒部材自体は、対称的な設計が有効であ
る。
【００４９】
　本発明の更なる例示的実施形態によると、遷移領域は、基本的に円形の断面形状を備え
る。棒部材は、例えば、ロッドである。ロッドは、固体材料で設計することができる。遷
移領域が円形端部を有する場合、棒部材から遷移領域へと力を最適に導くことができる。
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【００５０】
　遷移領域は、棒部材の一端から形成してもよい。このようにして、遷移領域における更
なる部品または部材の必要性を回避することができる。これに対応する遷移領域をすでに
備えている棒部材を製造することができる。有利には、このようにして、動的不均一性ま
たは接触点を有効に防止または低減することができる。
【００５１】
　本発明の更なる例示的実施形態によると、少なくとも１つの棒部材は、基本的に管状断
面形状を備える。支持構造体が、骨組み接合部への連結のために、可能な限り大きい直径
を有する薄肉管を使用することが、特に有利である。大きい管直径は、細さ比率を低下さ
せ、その結果として許容応力が増加し、その構造の結果として、より優れた材料を利用す
ることが可能になる。
【００５２】
　軽量の薄肉管は、大きい負荷Ｆを受け入れることを可能にする。
【００５３】
　以下、薄肉管の効果を説明する。最初に、伝達される力Ｆ（棒部材はその力のために設
計される）と、棒長１とは、所与のものとして考慮する。
【００５４】
　管状断面の重量Ｇは、以下の通りである。
　Ｇ＝Ｖ×ρ
【００５５】
　ここで、Ｖは管状断面の大きさを表し、ρは管状断面を製造する材料の比質量を表す。
Ａは、力Ｆが作用する横断面を表し、σは、力学的な（座屈）歪みを表す。
　Ｖ＝Ａ×ｌおよび力Ｆに必要な領域
【００５６】
【数１】

ならびに座屈負荷に関するオイラーの公式
【００５７】
【数２】

の応用によって、以下が適用される。
【００５８】

【数３】

　従って、大きい弾性率Ｅと低い比質量ρとを有する材料が選択される場合、重量が減少
する。さらにまた、縦横比または厚さ定量λの幾何学的なパラメータを低減するために、
重量を減少させることができる。
【００５９】
　以下の縦横比の公式
【００６０】
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【数４】

は、縦横比λが減少するにつれて、二次断面二次モーメントＩｙ（フラッシェントラゲイ
シュモメント）が増加することを示す。
【００６１】
　近似値によって平均管直径ｄｍおよび壁厚ｓを有する薄肉管
【００６２】

【数５】

について（すなわち例えば０．０５～０．１の領域において）、以下が適用される。
【００６３】
【数６】

を用いて、
【００６４】

【数７】

である。このことは、所定の面積Ａについて、大きいＩｙを達成するためには、ｄｍを拡
大すべきであることを示す。
　＜薄肉管に関する条件＞
【００６５】

【数８】

を破らないためには、結果的に、薄い壁厚ｓを選択すべきである。
【００６６】
　しかしながら、あまりに薄い壁厚ｓを選択した場合には、局部座屈が生じることがある
ことを考慮すべきである。従って、部品の故障を防ぐために、一定の最小限の壁厚を維持
すべきである。
【００６７】
さらに、σについては、可塑性または延性のある領域において、座屈負荷に関するオイラ
ーの公式に対応する値よりも低い値を使用すべきである。
【００６８】
　例えば、管、従ってそれらの遷移領域もまた、２０～３０トンまたは１５～５０トン規
模の負荷の圧力負荷および引張負荷に対して設計する。
【００６９】
　垂直尾翼のための支持構造体の棒部材として管を使用する場合には、例えば、この規模
の負荷が生じることがある。航空機が飛行している間、負荷が垂直尾翼の外面に作用する
ことがあり、その負荷は、支持構造体によって取り除かれる。面負荷については、個々の
管の負荷、または管における面負荷からの圧力負荷または引張負荷として働く力が、上述
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の規模に達することがある。
【００７０】
　同様に、駐機した航空機、特に駐機した航空機の垂直尾翼、または航空機翼に作用する
突風の結果として生じる力は、これに対応する力を生み出す。許容力に関する詳細は、支
持構造体の対応する棒、棒部材、または管の、寸法設計の上限として使用することができ
る。より大きな力に対して設計することも可能である。
【００７１】
　航空機に支持構造体を使用することは、組み立て中の減量に有効に貢献することがある
。支持構造体を有する航空機は、軽い重量でありながら、大きな安定性を提供することが
できる。
【００７２】
　管または棒部材の製造に使用できる材料は、例えば、炭素繊維強化プラスチックまたは
金属（例えばチタン）である。
【００７３】
　本発明の更なる例示的実施形態によると、遷移領域の第２端部は、基本的にシート状で
ある。シート状の設計は、例えば、管を対称的に平坦化してもよい。管を対称的に平坦化
する際に、遷移領域の平坦な端部を拡張または拡大することができる。従って、管状の棒
部材の遷移領域は、管状から線形状への連続的な遷移を含んでもよい。そのような形状は
、（歯みがきのチューブのような）管の形状とほぼ類似している。
【００７４】
　管の端部領域のシート状の形状は、立法形またはシート状の連結部品に管を取り付け可
能にする。遷移領域のシート状の部分は、正のロッキング（係止）になるように、連結部
品のシート状の領域に取り付けてもよい。この設計によって、均一な力の伝達が達成可能
になる。
【００７５】
　さらに、シート状の形状は、取付け方法に関して有利な場合もある。例えば、リベット
またはネジは、シート状の領域に、より良好に取り付けることができる。同様に、シート
状の領域の場合には、接着性連結が可能である。この配置において、取付けは、基本的に
応力をかけることがない。
【００７６】
　本発明の更なる例示的実施形態によると、遷移領域の第２端部は、くちばし形状または
クランプ形状を備える。なお、この文脈において、「くちばし形状」という用語は、基本
的に平行になるように離れて互いに対向する２つの領域を指す。
【００７７】
　空間は、例えば、材料において機械加工される凹部である場合がある。くちばし形状の
遷移領域は、対称性を伴う。例えば、プラグタイプの連結（シュテックヴェルビンドゥン
グ）は、くちばし形状の遷移領域によって確立することができる。
【００７８】
　この配置において、２つの平坦な領域間の間隔またはギャップに更なる部材をプラグイ
ンしてもよい。この第２部材がシート状の物体（例えば立法形の物体）でもある場合には
、正確な嵌合を有する連結を２つの部材の間に確立してもよい。対称的設計と同様に、正
確な嵌合を有する連結は、非対称または不均一性の結果として生じる曲げモーメントを防
止することができる。
【００７９】
　正確な嵌合を有する連結によって、クランプ力（締付力）を防止することができる。正
確な嵌合を有する連結は、設置している間に材料を曲げることによって補正される望まし
くない間隔を防止できる。正確な嵌合に隣接する部材は、ギャップなしに結合できる。
【００８０】
　このようにして、大きな負荷のかかる部品の場合には、締付け（クランプ力）の間に生
じる更なる応力を防止することが可能な場合がある。
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【００８１】
　従って、優れた材料を使用する結果としての減量という局面を考慮してもよい。応力集
中の防止は、繊維強化材料を使用することで可能になる場合がある。
【００８２】
　遷移領域のシート状の端部、遷移領域の拡張された領域の少なくとも一方は、結果とし
て連結部材用に改良された取付けオプションにしてもよい。
【００８３】
　例えば、より大きい領域に、リベットまたはネジなどのより多くの取付け部材を取り付
けてもよく、あるいは破壊に対して抵抗力を有するリベットまたはネジを取り付けてもよ
い。
【００８４】
　本発明の更なる例示的実施形態によると、棒部材の遷移領域は、連結部材、特に管状の
連結として設計する。
【００８５】
　この配置において、連結部材は、棒部材から分離可能に設計する。すなわち、棒部材は
、例えば、連結部材と独立して、または遷移領域と独立して製造してもよい。さらに、棒
部材および連結部材は、異なる材料で製造してもよい。従って、連結部材は、棒部材の着
脱可能な遷移領域であってもよい。
【００８６】
　従って、標準部品（ノルムテイレ）として棒部材および連結部材を製造することが可能
な場合があり、必要な連結に応じて、張力または圧力による力を中心に向かって導くため
の対応する遷移領域を可能にする、対応する連結部材を使用することが可能な場合がある
。
【００８７】
　遷移領域の分離可能な設計は、棒部材が遷移領域を有する必要性がない場合があること
を意味する。連結部材は、棒部材に取り付け可能であり、従って交換可能でもある。標準
部品は、例えば、一定の直径または長さに製造することができる。モジュール式の方法に
おいて、遷移領域を有するかまたは遷移領域を有しない任意の棒部材は、対応する連結部
材と組み合わせたり、対応する連結部材で補ったり、または対応する連結部材に適合させ
る場合もある。
【００８８】
　標準部品を使用することは、保管の必要がある部品の数を減少させるので、在庫管理の
際の利点を有する。さらにまた、例えば、遷移領域および棒部材を異なる材料で製造する
ことが可能である。
【００８９】
　このようにして、遷移領域の耐荷力に関する異なる必要条件、または１つの断面形状か
ら別の断面形状へと力を伝達する領域を、提供することができる。さらにまた、具体的な
故障の場合には、影響を受けた個々の部品だけを交換すればよい。
【００９０】
　同一の部材の数が少ないので、標準部品を用いて可能になる連続生産の場合には、単純
生産および多数の部品が可能なことがある。例えば、連結部材は、管の各端部に取り付け
てもよい。
【００９１】
　従って、軸方向に対称的でない連結部材の場合には、管の一端または管の他端において
、縦軸を中心に回転する連結部材の取付を提供することが可能である。例えば９０度の回
転は、様々な位置における取付に有利なことがある。回転は、管の縦軸を中心に発生する
。
【００９２】
　本発明の更なる例示的実施形態によると、連結部材は、１つの部品として設計され、す
なわち一体的に作り上げられる。例えば、１部品からなる設計は、製造における利点を提
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供することがある。さらにまた、例えば管状の棒部材の場合、連結部材は、回転方法を使
用して部分的に製造してもよい。
【００９３】
　本発明の更なる例示的実施形態によると、連結部材は、いくつかの部品（例えば２つの
部品）で設計される。連結部材の２部品からなる設計は、連結部材の棒部材への取り付け
における利点を伴うことがある。
【００９４】
　例えば、２部品からなる連結部材は、設計において骨組み形状にすることができる。す
なわち、２つある片方ずつの骨組みを、管の端部に嵌合することができる。従って、それ
ぞれ片方ずつの骨組みは、単独で、かつ他方の骨組みから独立して、管の外壁または内壁
に嵌合する場合もある。
【００９５】
　このようにして、正確な嵌合（すなわち可能な限り小さい隙間空間を有する嵌合）を達
成することが可能である。骨組みの内部が管の外壁に当接載置されない場合には、隙間ま
たは自由空間が生じることがある。
【００９６】
　管の内壁または外壁に片方ずつの骨組みを正確に嵌合することは、そのような連結の安
定性に関する利点を伴うことがある。このようにして、曲げモーメントまたは剪断力を防
止することができる。
【００９７】
　分離可能に設計された連結部材は、例えば、確実な緩み止めになるため、または正確な
嵌合を保持するために、管の外側または外壁または内壁に取り付ける。
【００９８】
　連結部材または連結は、繊維強化複合材料（例えば炭素繊維強化プラスチック）から、
または金属（金属薄板、さらには機械加工されたもの）から製造される２つの同一の成形
品を備えることができる。製作公差を考慮すると、連結は、管または棒部材の外側および
内側で行うことができる。成形部品は、断面の輪郭と同様の、連続生産を可能にする輪郭
を有する。
【００９９】
　本発明の更なる例示的実施形態によると、接合部材（少なくとも１つはある）は、遷移
領域、または少なくとも１つの棒部材の連結部材の一端に係合するように設計する。
【０１００】
　このことは、取付け部材または接合部材（特に、その形状）が、棒部材の遷移領域の形
状に整合することを意味する。形状を整合させることは、可能な限り正確な嵌合を有する
連結の提供、または正確な嵌合連結の提供を可能にする。このようにして、曲げモーメン
トおよび不均一性を防止できる。
【０１０１】
　正確な嵌合形状によって、接合部材が遷移領域と直接接触しているので、組み込みの間
に、例えば圧力から生じる応力を防止できる。すなわち、２つの部材（特に、棒部材また
は連結部材の接合部材および遷移領域）が、正確な嵌合ではない場合には、組み込みの間
に、圧力が部品を対応する形状に押し込む可能性があり、その結果として応力が生じる可
能性がある。
【０１０２】
　本発明の更なる例示的実施形態によると、少なくとも１つの接合部材は、取付け面を備
える。さらにまた、接合部材は基準側面を備え、接続可能な棒部材のための空間方向を特
定できる方法によって、基準側面および取付け面が連結される。
【０１０３】
　例えば、取付け面および基準側面は、クモの巣状または金属薄板の形状の場合がある。
金属薄板部品は、相互に様々な角度で配置する場合がある。基準側面は、設置面（例えば
リブ、縦桁またはフレーム部材など）に取り付ける場合もある。
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【０１０４】
　従って、基準側面は、設置面に平行に延びることができる。基準側面と取付け面との間
の角度によって、取付け面は、設置面に関してある角度に配置する場合がある。
【０１０５】
　例えば、くちばし形状の端部領域、対応する連結部材、または遷移領域を設置する間に
、連結部材と棒部材の管との間の角度が、取付け面と基準側面との間の角度に対応するよ
うに、取付け面の形状を、遷移領域または連結部材の形状に整合させることができる。
【０１０６】
　このようにして、規則的設計を有する支持構造体用の角度を有する、特別な連結点また
は接合点を製造可能である。これらの支持構造体は、骨組みの態様で設計する場合もある
。
【０１０７】
　従って、取付け面と基準側面との間の角度、または棒部材と基準側面（または棒部材と
設置面）との間の対応する角度によって、最適化された力経路を達成することが可能であ
る。しかしながら、取付け面は、胴体部材、リブ、縦桁またはフレーム部材の不可欠な部
分である場合もある。
【０１０８】
　例えば、接合部材がＬ字状の支持体である場合には、取付け面と基準側面との間の角度
は９０°である。
【０１０９】
　例えば、炭素繊維強化プラスチック構造の場合には、ごく少数（例えば２つ）の敷設型
および壁体強度の変化を用いて、様々な壁厚のものを製造できる。壁体強度の変化は、層
数を変化させることによって生じさせることができ、すべての考えられる負荷規模は、材
料の厚さまたは層数を変化させることによって網羅することができる。
【０１１０】
　炭素繊維強化プラスチックを備えることとは別に、接合部材は、航空機構造において共
通のアルミニウムまたは鋼または任意の他の材料から製造してもよい。
【０１１１】
　本発明の更なる例示的実施形態によると、接合部材は、機体部材である。なお、「機体
部材」という用語は、例えば、桁、縦桁、フレーム部材またはリブを指す。機体部材は、
航空機のフレームに強さを提供する。
【０１１２】
　機体部材は、力（例えばアドオン装置によって導かれる力）を受け入れるのに役立つ。
例えば、アドオン装置としては、垂直尾翼、翼、または垂直尾翼の支持構造体が挙げられ
る。
【０１１３】
　接合部材として設計される機体部材の場合、別々の接合部材を使用する必要がない。
【０１１４】
　本発明の多くの改良は、支持構造体に関して記載されている。これらの設計は、連結部
材、接合部材、翼、ならびに棒部材と接合部材との間で力を伝達する方法にも適用する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０１１５】
　図面に示す特徴は、縮尺通りではない。異なる図面における同一または類似の特徴は、
同一または類似の参照符号によって示す。
【０１１６】
　図１は、連結部材の上面図を示す。連結部材９は、円形断面３４から狭い四角形断面３
０までの遷移（渡り）を形成する。連結部材９は、その円形端部３４、またはその管受け
３４に、管を受け入れる開口部を備える。
【０１１７】
　挿入された管または棒部材は、固定されていない状態において、受け入れ領域または取
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付け領域１４に沿って摺動することができる。変形例として、取付け領域１４は、管に挿
入する場合もある。
【０１１８】
　取付け領域１４に挿入された管は、固定されていない状態において、中心線１７に沿っ
て摺動、または中心線１７を中心に回転することができる。取付け領域１４において管を
摺動させることによって、公差補償が可能になる。すなわち、全長（中心線１７に沿った
連結部材９の長さおよび挿入された管の長さから形成される）を、必要に応じて変化させ
ることができる。
【０１１９】
　管状の端部１４において、固定するためにブラインドリベットを使用する場合もある。
リベットによって、非常に多大な負荷を連結部品９で受け入れできる。好ましくは、リベ
ットは、指定されたリベット結合領域１６に固定される。連結部品の円形端部３４と長方
形端部３０との間の遷移は、連続的である。連結部品９の長方形端部３０に、平坦領域１
３が形成される。
【０１２０】
　この平坦またはシート状の領域１３は、連結部材（例えばリベットまたはネジなど）を
受け入れたり固定したりするのに役立つ。あるいは、この領域（特に、ギャップ３５の中
の面の対応する領域）は、接合部材に連結部品を結合するために、粘着面として使用して
もよい。この趣旨で、接合部材は、ギャップ３５に挿入される。
【０１２１】
　この配置において、シート状の領域１３は、くちばし形状である。ギャップ３５は、接
合部材を受け入れるために、いくぶん延長または拡張することができる。このようにして
、接合部材のギャップへの挿入が容易になる。ギャップ隙間を増加させると、結果として
復原力になる。接合部材は、所望の位置に配置されるときに、ギャップの開口部に対して
作用するシート状の領域１３によって固定される。
【０１２２】
　広範囲なシート状の形状１３は、リベット用の空間を提供する。リベット結合は、リベ
ット結合によって平坦な端部１３における材料上の負荷が過剰にならないことを考慮に入
れて、指定された領域１５において行われる。ギャップ３５は、四角形断面３０の長いほ
うの端と共に、連結部品９に対称平面を提供する。この平面によって、連結部品９を分離
することができる。
【０１２３】
　分離すると、２つの同一の骨組み形状の成形品になる。これらの成形品は、繊維強化複
合材料、ならびに金属（例えば金属薄板の部品）から製造する。壁厚１８を変化させるこ
とによって、連結部品または管状の連結９が、異なる負荷規模または負荷を伝達すること
が可能である。
【０１２４】
　この趣旨で、例えば、炭素繊維強化プラスチック（繊維強化複合材料）を使用する製造
における層数が変わる。例えば、２つの敷設型および層数を変えることによる壁厚の変化
を用いて、多数の異なる負荷量を伝達することができる。
【０１２５】
　連結部材９または成形品の対称的設計、すなわち上部および下部の骨組み９は、中心線
１７に沿った円形断面３４と四角形断面３０との間でモーメントのない力の伝達を可能に
する。この配置において、中心線１７は、円形断面領域３４および四角形断面３０の中心
または質量中心を連結する。
【０１２６】
　四角形断面３０に対応する形状を有する接合部材（例えば金属薄板の部品など）を、ギ
ャップ３５に挿入することができる。連結部品９、または成形品の最上部または底部９は
、挿入された状態で、平坦領域１３に取り付けられたリベットによって接合部材に取り付
けることができる。従って、中心線１７に沿って接合部材の中心に向かって力を導くこと



(14) JP 5055280 B2 2012.10.24

10

20

30

40

50

が可能になる。
【０１２７】
　成形品９は、中心線１７を中心に回転することができる。成形品９または骨組み部品９
は、対応する管の各端部に固定することができる。中心線１７を中心に成形品を回転させ
ることによって、互いに対向する、すなわち管の他端にそれぞれ配置される２つの成形品
９のシート状の側面１３によって区切られる平面は、互いに対して回転することができる
。このようにして、接合部材の角度のずれを補正することが可能である。
【０１２８】
　図２は、接合部材３７上の２つの棒部材３６の配置を示す。棒部材３６は、管状部材８
と連結部材９とを備える。連結部材９は、２つの成形品２０からなり、管状部材８の一端
に取り付けられる。２つの成形品２０は、円形断面から四角形断面までの遷移領域を可能
にする連結部材９に対応する。
【０１２９】
　遷移のために、ギャップ３５は連結部材全体にわたって延び、その結果として２つの骨
組み２０が生じる。２つの骨組み２０は、連結部材９と同一の成形品である。空間３７に
よって、正確な嵌合連結または正確な嵌合を有する連結において、成形品２０の内側が管
状部材８の外側に一致するという状況を達成することが可能である。成形品２０は、リベ
ット（特にブラインドリベット）によって、管状部材８の端部領域にリベット留めされる
。
【０１３０】
　図は、管状部材８の断面領域、つまり管８の円形の（特に管状の）断面領域へと、力Ｆ
が導かれることを示す。管状部材８の軸方向に対称的な設計のために、力Ｆは、仮想上の
中心線１７上の縦軸、または管状部材８の対称軸に沿って作用する。
【０１３１】
　実質的に、力の伝播は、管状部材８の壁において生じる。可能な限り最大の直径を有す
る寸法設計によって、この管状部材８の低い縦横比を達成することができる。すなわち、
パラメータλは、低い値を有する。連結部材９の領域において、中心線１７は、連結部材
９の対称平面に延びる。
【０１３２】
　連結部品９の２つの成形品２０（形状が同一である）は、ギャップ３７および３５に沿
う対称平面を備える。中心線１７も、連結部品９の対称平面を通って延びる。
【０１３３】
　管状部材および連結部品９の対称的設計によって、連結部品９の対称平面の両側に対等
な力が作用するので、モーメントが生じない。
【０１３４】
　力の経路も、中心線１７に対して対称的に延びる。中心線１７は、接合部材３８の取付
け部材１９の中で延び、取付け部材１９は、連結部品９の２つの成形品２０によって囲ま
れる。従って、力は、対称的かつモーメントなしに、接合部材３８の取付け部材１９の中
に導かれる。２つの棒部材３６は、シート状、平坦、または長方形の取付け部材１９によ
って区切られる領域の中で、互いに角度３９で配置される。この角度によって、一定の方
向の力を受け入れるための、棒構造または骨組み構造を生み出すことができる。
【０１３５】
　リベット（図２に図示せず）によって、連結部材９の成形品２０のシート状の端部領域
は、取付け金属薄板１９に連結される。次に、取付け金属薄板１９は、下部プレート２１
に対して角度２２で配置される。
【０１３６】
　次に、角度２２によって、底部領域２１に対する棒部材３６の角度を設定することがで
きる。例えば、接合部材３８は、機体の骨組み部品である場合がある。
【０１３７】
　このようにして、例えば、航空機アドオン部品から伝達される力を、対象とする方法で
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機体構造の中または外に伝達することができる。
【０１３８】
　完全に対称的な設計は、偏心連結を防止し、その結果として、曲げによる更なる負荷が
生じない。伝達された力Ｆの事実上の線は、接合点３８または取付け部材１９の中心面、
成形品２０の中心線、および管状部材８の中心線１７を通って延びる。
【０１３９】
　管状部材８または取付け部材１９を、成形品２０において距離Ｌだけ摺動させることに
よって、公差補償および縦方向の補償を達成することができる。
【０１４０】
　下部プレート２１によって、接合部材３８を、例えばフレーム部材に固定できる。しか
しながら、接合部材３８は、一体となって製造される骨組み部品の不可欠な部分である場
合がある。
【０１４１】
　管状部材８は、円形断面を有する。この配置において、内側領域２８は基本的に中空で
あり、安定性は、特に管８の壁厚２９および管の直径によって決定する。
【０１４２】
　図３は、接合部材３８上の２つの棒部材３６のさらなる概略配置を示す。図は、連結部
材または成形品２０の壁厚４２を示す。複合材料を用いて製造する場合の具体的な厚さ４
２または層４２の数は、成形品２０の耐荷力に対する影響を有する。
【０１４３】
　壁厚が厚いほど、連結部材９の有する耐荷力がより大きくなる。可能なリベット取付け
位置は、リベット結合中心線１５、１６によって示す。
【０１４４】
　図４は、本発明の例示的実施形態による接合部材３８の概略図を示す。図４に示す接合
部材は、底面部材２１と２つの取付け部材１９とを備え、それらは中間部品によって下部
プレートに取り付ける。
【０１４５】
　連結する棒部材の空間方向は、取付け部材１９の互いの位置、および底面部材２１に対
する位置によって、決定することができる。位置および空間方向は、表面１９、２１の互
いの角度によって決定する。
【０１４６】
　図５は、本発明の例示的実施形態による接合部材上の２つの棒部材のさらなる概略配置
を示す。底部材２１は、平面態様でフレーム部品（部材）３に隣接する。
【０１４７】
　この配置において、底面２１は、取付け面として役立つことができる。底面２１は、例
えば、骨組み部品３への連結を確立するために、リベットまたはネジを受け入れることが
できる。しかしながら、底面２１は、例えば、骨組み部品３に結合されることもある。
【０１４８】
　２つの棒部材３６は、取付け部材１９に取り付けられる。底面２１と棒部材３６との間
に棒部材を配置する角度は、取付け部材１９と下部プレート２１との間の角度、または取
付け部材１９間の互いの角度によって決定する。
【０１４９】
　図６は、接合部材２７上に配置される４つの棒部材２３、２４、２５および２６を示す
。さらにまた、接合部材２７は、下部プレートを備える。
【０１５０】
　図３に示す配置によって、接合部材２７の下部プレートに作用する力を、４つの支持体
または棒部材２３、２４、２５および２６に分配できる。さらにまた、支持体から接合部
材２７の中に力を導くことができる。
【０１５１】
　さらにまた、棒部材２３、２４、２５、２６は、管状部材８と連結部材９とを備える。



(16) JP 5055280 B2 2012.10.24

10

20

30

40

50

連結部材９は、管状部材８の一端に取り付けられる。他の端部（すなわち対向端部）は、
図６においては開放状態で示す。
【０１５２】
　しかしながら、例えば更に管状の連結部品、連結部材、棒部材２３、２４、２５、２６
、または接合部材を、棒部材２３、２４、２５、および２６の管状部材８のそれぞれの開
放端部に連結することができる。
【０１５３】
　従って、棒部材２３、２４、２５、２６、管状部材８、連結部材９、および接合部材の
、個々の部品から、空間的な骨組みを配置することが可能である。個々の棒部材の互いの
角度は、例えば、棒部材によって受け入れられる負荷に依存する。
【０１５４】
　図７は、フレーム部材３の上に配置される図６の配置を示す。図４は、接合部材２７を
受け入れる基礎盤として役立つＬ字状支持部材３を示す。フレーム部材３は、側面５を補
強する。
【０１５５】
　図８は、フレーム部材３上に４つの棒部材２３、２４、２５、２６を備える接合部材２
７の拡大概略配置を示す。図は、接合部材２７の底面が、Ｌ字状のフレーム部材３の底面
に平らに当接載置されることを示す。
【０１５６】
　図９は、本発明の例示的実施形態による支持構造体７を備える航空機翼の断面図を示す
。図は、特に航空機翼の中央ボックスの（観察者の方向から見た場合の）後方の側面５を
示す。
【０１５７】
　側面５の形状および方向付けから、それが航空機の垂直尾翼用の中央ボックスの側面５
であることを示す。側面５は、（観察者の方向から見た場合の）後方の外部スキン１と前
方の内部スキン２とを備える。
【０１５８】
　外部スキン１および内部スキン２は、互いに距離ｓの間隔を置く。外部スキン１と内部
スキン２との間に、いくつかのスペーサ、骨組み部品またはＵ断面３が配置されること、
それぞれのクモの巣（ウェブ）は、高さｓを有す。
【０１５９】
　従って、スペーサ３は、内部スキン２を外部スキン１から間隔を開け、これらのスキン
は、ブラインドリベット（図示せず）によってスペーサにリベット留めされる。ブライン
ドリベットを用いた取付けは、特に有利な場合があるが、外部スキン１および外部スキン
２は、何らかの他の方法で（例えば接着性連結によって）スペーサに取り付けることもで
きる。
【０１６０】
　図９に更に示すように、内部スキン２は、外部スキン１の全高を超えて延びることはな
い。これに代わって、内部スキン２は、高さｈのみを超えて延び、モーメントの矢印シン
ボルＭによって示すように、空力負荷の結果としてのモーメントに対する露出は特に高い
。
【０１６１】
　相当なモーメントに対する露出は、特に中央ボックスの胴体連結４の近くのルート領域
に適用されるので、この領域のみに内部スキン２を配置するのに十分である。この領域は
、航空機の種類および寸法に依存して、翼長全体の１０％～５０％を占めることがある。
【０１６２】
　図９は、なお一層の力の伝達または力の受け入れのために、接合点１０または接合部材
１０が、それぞれのスペーサまたは骨組み断面３上に配置されることを示す。連結部品９
および管状部材８と共に、接合点１０または接合部材１０は、骨組みの態様で設計される
支持構造体７を形成する。
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【０１６３】
　構造７によって、モーメントは、棒に沿う張力と圧力による力とに分けられ、垂直尾翼
の側面に伝達され、その側面（図９に図示せず）は側面５に対向する。同様に、力の一部
は、圧力による力または張力の形で、連結領域４（特に航空機胴体６）に送り込まれる。
【０１６４】
　垂直尾翼に作用するモーメントまたは力を分けることは、外部スキンまたはブレース部
品３によって行われるのみならず、これらの力は支持構造体７全体によって有効に伝達さ
れる。従って、有利な態様において、翼または垂直尾翼３を剛化するために、寸法がより
小さくなるように、側面５または骨組み部品を設計することが可能である。
【０１６５】
　大きなモーメント負荷は、中央ボックスの胴体連結４の近くのルート領域において生じ
るので、特に良好な耐負荷特性を有するように製造される棒部材８または連結部材９は、
下部領域（すなわち航空機胴体６に近い支持構造体７の領域）において使用することが有
効である。
【０１６６】
　内部スキン２および外部スキン１は、胴体端４の領域の嵌合または角度によって、胴体
６に力およびモーメントを伝達することができる。
【０１６７】
　図は、棒部材８の連結によって、接合点が、側面５および側面５に対向する側面の両方
の上に形成されることを示す。対向する側面は、これらの場所に配置され、側面５と同様
に、反対方向に作用する力を受け入れる。
【０１６８】
　２つの側面５にかかる異なる圧力負荷は、例えば、曲線飛行する航空機に起因する場合
があり、ここではその胴体６の部分的な領域のみを図示する。曲線飛行する際には、方向
舵または偏揺方向舵１１は、図面平面の中、および図面平面の外に移動することがある。
【０１６９】
　方向舵１１の変化は、制御面嵌合１２（ルデルベッシュラーゲ）によって制御する。方
向舵１１の位置を変化させることによって、圧力または吸引圧が、公知の方法で垂直尾翼
から生み出される。
【０１７０】
　支持構造体によって、そのような力を分配することができ、翼の中央ボックスを安定す
るように設計することができる。図４に示す配置による支持構造体７は、翼（特に航空機
の垂直尾翼）の安定設計のみならず軽量設計をも可能にする。
【０１７１】
　記載した支持構造体７によって、棒部材の低い縦横比および多数のリベットによって非
常に相当な力を伝達することが可能になる。さらにまた、支持構造体を中央ボックスに嵌
合するにあたって、対応する公差補償は、管状部材が連結部材に達する深さによって生じ
る。効果を抑制することによって、棒部材の事実上の座屈長さの削減を達成することがで
きる。さらにまた、応力集中を防止することができる。
【０１７２】
　エアバスＡ３８０において、使用可能なフレーム部材３の例は、ＳＬＷ中央ボックスリ
ブ１～７を含む。しかしながら、これに加えて、複数の可能な応用がある。支持構造体７
の可能な応用は、航空機翼の中央ボックスに制限されない。これに代わって、複数の可能
な応用を記載できる。例えば、床の下部構造（フッシュボデヌンテルバウコンシュトルク
ティオネン）は、支持構造体によって、特に航空機の床用に形成することができる。
【０１７３】
　図１０は、支持構造体を備える翼の更なる斜視断面図を示す。選択された斜視図は、連
結部材９をも備える管８の終点が、内部スキン２、外部スキン１の少なくと一方に対して
平面を形成することを示す。内部スキン２および外部スキン１によって適用できる場合に
は、対応する接合部材１０を用いて、これらの接合点に側面５を固定することも可能であ
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る。
【０１７４】
　図１１は、内部スキンのない図１０の斜視断面図を示す。図は、図１０では内部スキン
２によって隠れている領域に沿って、Ｕ断面３も延びることを示す。
【０１７５】
　図１２～１４は、翼（特に垂直尾翼）の更なる斜視図を示す。それぞれの図は、垂直尾
翼、および操縦翼面または方向舵の設計を示す。図は、方向舵１１が操縦翼面嵌合１２（
ルデルベシュラーゲ）によって垂直尾翼に保持される態様を示す。方向舵１１の結果とし
て、支持構造体７、内部スキン２、外部スキン１、ならびに嵌合４によって支えるべき付
加された負荷が生じる。
【０１７６】
　図１５は、航空機の垂直尾翼の断面を示す部分的な正面図を示す。２つの側面５は、平
坦な構造を有する垂直尾翼を提供し、その側面は図面平面に延びる。２つの側面５は、骨
組み７の周囲に骨組みを形成する。
【０１７７】
　航空機が図面平面から外に出ると、空気は側面５を通り越して流れることができる。図
１５は、外部スキン１を形成する２つの側面５を示す。接合点１０において、側面５は、
骨組み７に連結される。このようにして、接合点１０は、垂直尾翼の形状を決定する。骨
組み７は、側面５によって覆われるので、骨組み７を側面５のフレーミングとして使用す
ることができる。骨組み７は、側面５を支持する。
【０１７８】
　図１５は、骨組み７の側面に配置される２つの個々の側面５を示す。しかしながら、外
部スキン１もまた、連続的な部材として設計することができ、垂直尾翼の上方領域は、図
中では開いた状態で示すが、閉じており、外部スキンによって覆われる。
【０１７９】
　２つの面５の間に、骨組み７を備える基本的に中空の空間が形成される。従って、軽量
の垂直尾翼を設計することが可能である。中空空間の方向において側面５に作用する力は
、垂直尾翼の内部における骨組み７によって、直線の航空機の胴体６に伝達される。
【０１８０】
　骨組み７によって側面５から航空機の胴体まで伝達された力を導くために、骨組み７お
よび側面５は、航空機の胴体６に連結される。連結は、例えば、リベット連結（図１５に
図示せず）によって確立することができる。
【０１８１】
　しかしながら、骨組みと胴体６との直接接触を確立することなく、骨組み７を側面５の
みに連結することも可能である。この場合、骨組み７および側面５によって、力が胴体に
導かれる。
【０１８２】
　図１６は、本発明の実施形態による管状断面の下面図を示す。図１６に示す、管状断面
３１、プレスドシート金属部品３１、炭素繊維強化ファブリックまたはガラス繊維強化イ
ンターレイドファブリック３１は、それによって連結部材９（特に成形品２０）を製造で
きる半製品３１である。半製品３１は、管を中央で切り開くことによって得られる断面で
ある。図１９に更に詳細に記載するように、等距離間隔で平坦化を実行する。図に示す管
状部材は、すでに骨組み形状を有する。
【０１８３】
　半製品３１は、長辺と短辺とを備える。短辺は、半製品３１の幅を決定する。半製品３
１は、管状または半管状の領域４０におけるよりも、平坦化された領域４１におけるほう
が広い。破線３２および３３は、分離の可能性がある位置を示す。
【０１８４】
　これらの分離位置は、均等間隔で交互に繰り返す。半製品が分離３２および３３の位置
で分離される場合、連結部材９の成形品が得られる。図１６に示す半製品３１から、連結
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部材９のための８つの成形品を得ることができる。
【０１８５】
　図１７は、図１６の半製品３１の上面図を示す。断面の骨組み状の設計は、連結部材９
の複数部品からなる設計による成形品２０を示す。これらの成形品２０はまた、管状また
は半管状の端部４０と平坦な端部４１との間の遷移を特徴とする。同様に図１６に記載す
るように、分離によって成形品２０を製造することができる。
【０１８６】
　図１９において、成形品２０を製造する方法を説明する。
【０１８７】
　図１８は、連結部材によって棒部材と接合部材との間で力を伝達する方法を説明する。
上記方法は、ステップＳ１～Ｓ５を含む。
【０１８８】
　方法の実施において、ステップＳ１において、静止状態から離れた後に、ステップＳ２
において、棒部材は、連結部材の基本的本体の第１端部に連結される。
【０１８９】
　次のステップＳ３において、連結部材の基本的本体の第２端部に、少なくとも部分的に
重なるように、接合部材が連結される。なお、ステップＳ２およびＳ３の順序は、必要に
応じて逆になってもよい。
【０１９０】
　最後に、ステップＳ４において、棒部材と接合部材との間で、力が中心に向かって伝達
すると、モーメントが発生しない。力の伝達が完了した後、ステップＳ５において、再び
静止状態に達する。
【０１９１】
　図１９は、連結部材を製造する方法のフローチャートを示す。この配置において、上記
方法は最初にステップＳ１１を伴い、ここで管が提供される。ステップＳ１２において、
管の一部が、規則的な間隔で対称的に平坦化される。
【０１９２】
　要望通り繰り返すことのできるステップＳ１２の後で、管状領域および平坦化領域を有
する管状断面が得られる、という方法で管を変形させる。
【０１９３】
　ステップＳ１３は、管状断面から（の）連結部材を等距離で分離または切断することを
交互に伴う。分離または切断が、平坦化された位置および管状の位置で行われる。切断は
、管状断面の長さ方向によって規定される軸に対して垂直に行われる。
【０１９４】
　次のステップＳ１４において、円形断面の第１端部を有し、四角形断面の第２端部（平
坦である）を有する、連結部材が提供される。
【０１９５】
　最後に、ステップＳ１５において、受け入れ領域は、平坦な端部に対して平行になるよ
うに、連結部材の平坦な端部における１つの平面において、対称的に機械加工される。こ
の受け入れ領域は、接合部材を受け入れるために使用される。
【０１９６】
　この後で、連結部材は、連結部材の平坦な端部に対して平行な平面において中央で分割
される（Ｓ１６）。この文脈において、「中央で」という用語は、連結部材の円形端部の
直径に関する。
【０１９７】
　最終状態Ｓ１７に達したとき、少なくとも１つの連結部材、または少なくとも２つの対
称的な成形品が得られる。
【０１９８】
　連結部材の成形品は、複合材料（例えばガラス繊維強化プラスチックまたは炭素繊維強
化プラスチック）から製造することもできる。いわゆる敷設作業工程において、断面の正
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の型または負の型が提供される。
【０１９９】
　可能な限り精密な連結部材の内部寸法を達成することになるので、正の型を伴う製造方
法を下記に更に詳細に説明する。
【０２００】
　複合材料を、正の型の上に、所望の厚さの層で敷設する。気泡（ブリスタ）の発生を防
止するために、吸引器を使用することによって、複合材料を型上に吸い込む。真空度を増
加させるために、空気不透過性フィルムを複合材料の周辺に配置する。
【０２０１】
　このようにして、片方ずつの骨組み断面を製造することができ、そこから個々の片方ず
つの骨組みを分離することができる。
【０２０２】
　あるいは、連結部材は、金属薄板押圧作業工程または引張り成形作業工程を使用して、
金属薄板から製造する場合もある。この趣旨で、対応した構造の金属薄板の部品は、断面
の正の型の上に置かれ、圧力による力を受ける。その結果、金属薄板は断面の形状をとる
。上記の通り、方法は、片方ずつの骨組み断面を用いて続けられる。
【０２０３】
　また、「備える」は、他の部材またはステップを除外せず、「１つの」は、複数を除外
しないことを指摘する。
【０２０４】
　さらにまた、上記の例示的実施形態の１つを参照して説明した特徴またはステップは、
上記の他の例示的実施形態の他の特徴またはステップと組み合わせて使用できることを指
摘する。
【０２０５】
　特許請求の範囲における参照符号は、限定として解釈すべきではない。
【図面の簡単な説明】
【０２０６】
　以下、添付図面を参照しながら本発明をより詳細に説明する。
【図１】本発明の例示的実施形態による連結部材を示す上面図である。
【図２】本発明の例示的実施形態による接合部材上の２つの棒部材を示す概略配置図であ
る。
【図３】本発明の例示的実施形態による接合部材上の２つの棒部材を示すさらなる概略配
置図である。
【図４】本発明の例示的実施形態による接合部材を示す概略図である。
【図５】本発明の例示的実施形態による接合部材上の２つの棒部材を示すさらなる概略配
置図である。
【図６】本発明の例示的実施形態による接合部材上の４つの棒部材を示す概略配置図であ
る。
【図７】本発明の例示的実施形態によるフレーム部材上に４つの棒部材を備える接合部材
を示す概略配置図である。
【図８】本発明の例示的実施形態によるフレーム部材上に４つの棒部材を備える接合部材
を示す拡大概略配置図である。
【図９】本発明の例示的実施形態による支持構造体を備える翼を示す斜視断面図である。
【図１０】本発明の例示的実施形態による支持構造体を備える翼を示す更なる斜視断面図
である。
【図１１】図１０を示す斜視断面図のうち内部スキンのない斜視断面図である。
【図１２】本発明の例示的実施形態による支持構造体を有する翼を示す斜視側面図である
。
【図１３】図１２を示す斜視側面図のうち内部スキンのない斜視側面図である。
【図１４】本発明の例示的実施形態による支持構造体を備える翼を示す更なる斜視断面図
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である。
【図１５】本発明の例示的実施形態による垂直尾翼の断面を示す部分的な正面図である。
【図１６】本発明の例示的実施形態による管状断面を示す下面図である。
【図１７】本発明の例示的実施形態による管状断面を示す上面図である。
【図１８】本発明の例示的実施形態によって支持する方法を示すフローチャートである。
【図１９】本発明の例示的実施形態による連結部材を製造する方法を示す図である。

【図１】 【図２】
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